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１．電子申請の概要・書類の準備

（１）電子申請の概要

• 専用の電子フォームに記入・就労証明書等の添付をしていただくことで、利用申請ができます。

• 電子申請を利用すれば、窓口（教育委員会事務局総務課）に来て書類を提出する必要はありません。

• 窓口では、平日午前８時３０分から午後５時１５分までといった時間や場所の制約がありますが、電子申請では、２４

時間場所を問わずに申請することができます。

• 就労証明書等参考資料を添付していただくため、通信料が多くなります。Wi-Fi環境下での申請をおすすめします。

（２）電子申請を利用できない方

• 申請時点で放課後児童クラブ利用料を滞納している方

• 保育所等の利用申請で就労証明書をすでに提出し、手元にない方

• 放課後児童クラブ利用料の減免申請をお考えの方
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いずれかに該当する方は、
教育委員会事務局総務課
にてご相談ください。



１．電子申請の概要・書類の準備
（３）必要な書類の準備
参考資料の写真等データをアップロードしていただく必要があります。事前にご準備ください。

①就労
• 就労証明書（Wワークの方は２枚必要です）

• （自営会社の方のみ）開業届又は会社のホームページのスクリーンショット等

②就学
• 学生証または合格通知

• 時間割等の就学時間がわかる書類

③病気療養
• 診断書（「児童の保育ができない状態であること」及び「療養期間」が記載されたもの）

④介護、看護
• 診断書又は各種手帳もしくは介護保険証の氏名及び等級が記載されているページ

（「看護・介護が必要な状態であること」及び「療養期間」が記載された証明書）
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１．電子申請の概要・書類の準備

（４）就労証明書について • 就労証明書は、お勤
め先の方に記入い
ただきます。

• 申請者本人による記
入が発覚した場合、
その就労証明書は
無効となります。

• 虚偽の内容で作成し
た場合は刑法上の
罪に問われる場合
があります。

証明日、事業所名等記入
もれはありませんか。

有期の場合、雇用期間が
今年度末（2024年3月末）
で終了していませんか。

月６４時間以上等就労
要件を満たしていますか。
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２．電子申請の準備

（１）メールアドレスの登録
• 連絡先メールアドレスの登録が必要です。メールアドレスを入力後、「送信」を押してください。

• 申請で不備がある場合、登録いただいたメールアドレスに連絡します。
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２．電子申請の準備
（２）申請フォームへのアクセス
• メールアドレスを送信すると、すぐにメールが届きます。

• メールに添付されているリンクにアクセスし、必要な入力を行ってください。

【※メールが届かない場合】

• 迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している可能性があります。「@logoform.jp」及
び「@city.kakamigahara.gifu.jp」を受信できるように設定変更をお願いします。

• Gmail等のフリーメールの場合は、迷惑メールフォルダに割り振られる場合があります。
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２．電子申請の準備
（３）申請をする前に
• 事前に「令和6年度各務原市放課後児童クラブ利用について」の内容及び利用要件をご確認
ください。

• 現時点で放課後児童クラブ利用料の滞納がないことをご確認ください。

• チェックボックス（〇で囲われた部分）に「✔」を入れて申請を始めてください。
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３．保護者について
（１）保護者情報について

Q1.申請者の氏名、住所、

電話番号を入力してくださ
い。

Q2.最初に登録いただいた

メールアドレスが自動入力
されます。 8

※申請者は、「児童手当の
受給者」としてください。

郵便番号を入力すると、「都道
府県」・「市区町村」・「町名」ま

で自動入力されます。

丁目・番地・マンション名・部屋
番号は直接入力してください。



３．保護者について
（２）電話番号について

• 問い合わせをさせていただく場合がありますので、日中つながる電話番号を入力してください。

• 申請者以外で日中につながる保護者がいない場合は、申請者と同じ電話番号を入力してくだ
さい。
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４．利用児童について
（１）申請する児童数について

• 利用を希望する児童の人数を選択してください。

• ２人以上の場合は、１人目の情報を入力後、Q23以降に２人目を入力できる項目が現れます。
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４．利用児童について
（２）児童に関する情報について

Q5.児童の氏名、生年月日を入力してく
ださい。

※２人以上申し込む場合は、一番上の
兄または姉から入力してください。

Q6.通っている（通う予定である）小学校
をプルダウンから選択してください。

Q7.Q6で「川島小学校」を選択した場合、
希望する利用場所を選択してください。

Q8.学年を選択してください。
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４．利用児童について
（３）利用形態の選択について

Q9.希望をする利用形態を選択してください。

Q11.Q9で「通年」を選択した場合、利用開始
日を選択してください。

Q10.Q8で「1年」、Q9で「長期学校休業期

間のみ」を選択した場合、帰宅時間の早
い４月のみは通年利用が可能です。
利用希望の有無を選択してください。12



４．利用児童について
（４）長期学校休業期間について

長期学校休業期間について、利用希望
の有無を全て選択してください。
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４．利用児童について
（５）土曜日について
Q13.土曜日利用の希望有無について選択してください。

Q14.Q13にて「利用する」を選択した場合、「4月のみ利用希望」など特記事項があれば記入し
てください。
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４．利用児童について
（６）延長利用について
Q15.延長利用の希望有無について選択してください。

Q16. Q15にて「利用する」を選択した場合、「4月のみ利用希望」など特記事項があれば記入し
てください。
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４．利用児童について
（７）アレルギー・留意点について

Q17.支援員が注意すべきアレルギーの有
無を選択してください。

Q18.Q17にて「ある」を選択した場合、注意
すべきアレルギーを詳細にご記入ください。

Q19.支援員が注意すべき留意点の有無を
選択してください。

Q20.Q19にて「ある」を選択した場合、留意
点を詳細にご記入ください。
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４．利用児童について
（８）帰宅方法・特記事項について

Q21.可能性がある帰宅方法を
全てに✔を入れてください。

Q22.申請の内容に関し、伝えた
いことがあればご記入ください。

※Q4にて「２人」または「３人」
を選択した場合、Q23から２人
目の情報を入力してください。
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全ての入力が完了したら
内容を確認し、「次の画面
へ進む」を押してください。



５．同居家族・別居の祖父母について
（１）同居家族について
Q57.申請する児童以外の同居家族の人数を入力してください。

（例）父・母・長男・長女の４人家族で、長男と長女が申請→父・母の２人

Q58～Q57で入力した人数分のフォームが現れるので、同居家族全員分の「児童との続柄」・
「氏名（フルネーム）」・「生年月日」を入力してください。
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５．同居家族・別居の祖父母について
（２）別居の祖父母について
Q64・67.父方及び母方それぞれの別居の祖父母の人数を入力してください。

Q65～ Q64・67で入力した人数分のフォームが現れるので、別居の祖父母全員分の「氏名」・
「生年月日」・「住所」・「小学校区」を入力してください。

※市外の場合、「住所は都道府県と市町村までの入力、小学校区は「市外のため該当なし」を
選択してください。
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５．同居家族・別居の祖父母について
（３）同一校区居住の祖父母について

• 別居の祖父母が同一校区内に居住しており、利用開始時点で６５歳未満の場合は、保育で
きない理由をご記入いただき、入力完了後、「次の画面へ進む」を押してください。

• 該当しない場合は何も入力せず、「次の画面へ進む」を押してください。

20



６．利用要件（就労等）の確認について
（１）保護者の就労状況について
Q71.保護者が全員就労しているかどうか選択してください。

Q73.就労しているか保護者の人数を入力してください。

※Q74以降で入力した人数分のフォームが現れます。
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６．利用要件（就労等）の確認について
（２）就労状況の詳細について

Q74～就労状況を記入してください。就
労証明書と同じ内容を記入してください。

・続柄を選択してください。

・月の就労時間数を入力してください。

・始業時刻及び終業時刻を入力してくだ
さい。

※変則就労の場合は主な時間を入力し
てください。

・児童クラブまでの移動手段及び所要時
間をご記入ください。
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６．利用要件（就労等）の確認について
（３）就労証明書の添付について

• 就労証明書の画像又はPDF等を添付してください。

• Wワーク等で就労証明書が２枚ある方は、２枚目を添付してください。

• 自営会社の場合、営業の事実がわかるもの（開業届、ホームページのスクリーンショット等）
の画像を添付してください。
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６．利用要件（就労等）の確認について
（４）資料の添付方法について
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添付の手順は以下のとおりです。

①クリップ（又はカメラ）のマークを押してください。

②事前に写真やPDF等データを準備できている場合は

「写真ライブラリ」又は「ファイルを選択」を押してください。

③ライブラリ又はファイルから写真を選択してください。

※事前に写真等データを準備していない場合は「写真

またはビデオを撮る」を押し、写真を撮って添付してくだ

さい。



６．利用要件（就労等）の確認について
（５）就労以外の保護者について

Q72.就労以外の理由の保護者を選
択してください。

・理由を選択してください。

・保育できない理由をできる限り詳細
にご記入ください。

・参考となる資料（学生証、診断書
等）の写真を添付してください。

・資料が２枚ある場合は下の項目か
ら添付してください。
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７．同意項目の選択・申請内容の確認
（１）同意項目について
• ４点について、「はい」を選択して同意してください。完了後「確認画面へ進む」を押してくださ
い。

26



７．同意項目の選択・申請内容の確認
（２）最終確認について
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入力内容を最終確認し、間違いがなけ
れば「送信」を押してください。



７．同意項目の選択・申請内容の確認
（３）申請後の保護者控えについて

・「送信」を選択すると下記の
メールがすぐに届きます。

※このメールは、保護者控えと
なりますので、大切に保存して
ください。
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